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利尻礼文サロベツ国立公園、大雪山国立公園、伊勢志摩国立公園及び瀬戸内海国立公

園岡山県地域に係る国立公園管理計画案に関する意見の募集について（お知らせ）

平成１９年２月２０日（火）

○環境省自然環境局国立公園課

課 長 神田 修二（6440）

課長補佐 伊藤 淳一（6443）

係 長 立田理一郎（6447）

電 話 03-3581-3351（代表）

03-5521-8279（直通）

○北海道地方環境事務所国立公園・保全整備課

課 長 宇賀神 知則

担 当 浪花伸和（利尻礼文サロベツ）

太田貴智(大雪山)

電 話：011-251-8703

○中部地方環境事務所国立公園・保全整備課

課 長 伊藤 勇三

担 当 志賀 幸雄

電 話 052-955-2135

○中国四国地方環境事務所国立公園・保全整備課

課 長 佐々木 仁

担 当 植竹 朋子

電 話：086-223-1586

環境省では、地域の実情に即した国立公園の保全管理を推進するため、国立公園

又は国立公園内の地域毎に国立公園管理計画（以下 「管理計画」という ）を作成、 。

しています。今般、有識者及び地方公共団体等との検討を踏まえ、利尻礼文サロベ

ツ国立公園、大雪山国立公園、伊勢志摩国立公園及び瀬戸内海国立公園岡山県地域

の管理計画の改訂案をとりまとめました。

本案のうち自然公園法に基づく許可等の基準として取扱う部分について、国民の

皆様から御意見をお聴きするため、 平成１９年３平成１９年２月２０日（火）から

月２１日（水）までの間、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより意見を募集い

たします。

１ 概要

管理計画は、地域の実情に即した国立公園管理業務の一層の徹底を図り、国立公

園の適正な保護及び利用の推進を図ることを目的として、環境省の各地方環境事務

所長が作成するものであり、主に以下の事項について定めています。

(1)国立公園又は管理計画区の概況

(2)管理の基本方針

(3)風致景観及び自然環境の保全に関する事項










